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新型コロナウイルスに関する中小企業者向け情報
（仙台市ホームページ）

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている
中小企業者の方への支援策等について、随時掲載しています。
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/covid_19_2020.html

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/covid_19_2020.html


前向きな投資を後押しする応援金
（仙台市地域産業応援金）

【応援金に関するお問合せ先】

仙台市経済局緊急経済対策担当：022- 214- 7329

＜１．前向きの投資への支援＞

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、「国の生産性
革命推進事業」または「県の再起支援事業」を活用し前向きな投資
を実施する市内事業者に対し、取り組みを後押しする応援金を支給
します。
８月４日から、宮城県中小企業等再起支援事業補助金を対象とし
て追加しました。

支 給 要 件 ：次のすべての要件を満たすこと
①以下いずれかに該当する事業者である
こと
・市内に本店を置く中小企業等
・市内に主たる事務所を置く法人等
・市内に住民登録・納税地がある個人
事業者等

②国の生産性革命推進事業に係る補助金または
宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付決
定を受けていること
③市税を滞納していないこと

支 給 額 ：【国の対象補助金の交付決定を受けた場合】
対象補助金の交付決定額に応じて
１０万円、２０万円、５０万円を支給

【県の対象補助金の交付決定を受けた場合】
対象補助金の交付決定額に応じて
５万円、１０万円を支給

手 続 き 等 ：『申請の手引き』に従い、必要書類をご準備の上、
郵送にて申請願います。

申 請 期 間 ：令和２年７月１日（水）から
令和３年２月15日（月）まで
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＜２．売上が減少している事業者への支援＞ 6/26～

クラウドファンディング
活用事業補助金

市内の中小事業者等の資金繰りを支援するため、地元
のクラウドファンディング（まちくるファンド）を活用し資金調
達を行う場合に補助します。

募集期間 ： 令和２年６月26日（金）から12月28日（月）
まで
申請件数が10件に達した時点で終了

対象事業

対象経費

：

：

①本市の経済活性化を図ることが主たる
事業目的であること
②新型コロナウイルスにより経済的な影
響を受けている市内の事業者または店
舗等を支援対象とすること
③令和２年度中に資金の精算を行うプロ
ジェクトであること
④公序良俗に反するものではないこと

決済手数料（支援金額の５％）及び振込
手数料
上限100万円

備 考 ： 詳しくは募集要項でご確認ください。

【補助金に関するお問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課商業振興係
022- 214- 1001、1004 2



商店街魅力向上支援事業

【助成に関するお問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課商業振興係
022- 214- 1001、1004

4/23～＜２．売上が減少している事業者への支援＞

新型コロナウイルス感染症により売上減少などの影
響を受けている商店街が、一体となって魅力発信・売
上向上に緊急的に取り組む場合に事業費の一部を助
成します。

募集期間 ：令和2年4月23日（木）から随時受付
（予算が無くなり次第終了）

助成金額 ：助成対象経費合計額の2/3以内
（千円未満切り捨て）で上限50万円

対象事業 ：商店街の個店やエリア内の様々な魅
力を地域内外に発信する取組み（宅配
事業・飲食店のテイクアウト事業を含
む）など、各商店街の創意工夫により
商店街の魅力を高める事業

例）マップ等印刷物作成・広報、ホーム
ページ新設・リニューアル等

備 考 ：詳しくは募集要項でご確認ください。

※業務の発注は、原則、地元の事業者へ
お願いします。
※募集要項や申請書様式は、仙台市ホー
ムページからダウンロードいただけます。
（下記QRコードをご参照ください。）
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公共交通運行継続奨励金

【奨励金に関するお問合せ先】

仙台市都市整備局公共交通推進課利用促進係
022- 214- 8353

8月中～＜２．売上が減少している事業者への支援＞

新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けて
いるバス事業者に対し、市民の移動手段である路線バ
スの運行継続を支援するため、奨励金を支給します。

対象事業者 ： 一般乗合旅客自動車運送事業（道路運送

法第3条1号イに規定する乗合事業）を経営

する事業者（高速バス・定期観光バスを除

く）

補 助 額

対象バス車両

：

：

路線バス車両1台あたり20万円

路線延長のうち市内を運行する割合が2分

の1以上で、乗降可能な停留所を複数持つ

路線を運行するバス車両

（高速バス・定期観光バスを除く）

補 助 要 件 ： 市税を滞納していないこと

手 続 き 等 ： 準備が整い次第、本市ホームページで
公表させていただきます。
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セーフティネット保証４号関連融資

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
中小企業者の方へ、一般枠とは別枠で借入債務の
100％保証の対象となる、金融支援を行っています。

資 金 名 ：経済変動対策資金
（セーフティネット保証４号）

資 金 使 途 ：運転資金、設備資金
融 資 期 間 ：運転資金10年以内、設備資金15年以内

（据置期間２年以内）
限 度 額 ：8,000万円

※無担保融資は他のセーフティ関連融資等と合わせて8,000
万円まで

利 率 ：年1.3％
保 証 料 ：年0.7％

※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用され
る場合、当初融資時の保証料を市が全額補給(セーフティネッ
ト保証関連融資、危機関連融資合わせて上限500万円)します。

＜ご利用にあたって＞
・融資申し込みには、仙台市によるセーフティネット4号の認定が必要とな
ります。申請書を記入し、必要書類をご準備の上、特設窓口（仙台パーク
ビル２階）または郵送にて申請をお願いします。
・融資の判断は金融機関及び信用保証協会が行います。融資実行までの
期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談ください。

【認定に関するお問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課企業支援係
022- 214- 1003

＜認定要件＞
① 原則１年間以上事業を継続していること。
② 災害等による影響を受けた後、原則として最近１ヵ月間の売上高等が前
年同月に比して２０％以上減少しており、かつ、その後の２ヵ月間を含む
３ヵ月間の売上高等が前年同期に比して２０％以上減少することが見込
まれること

3/2～＜３．企業の資金繰り支援＞

郵送申請の詳細については仙台市HPをご覧ください。
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セーフティネット保証５号関連融資

特に重大な影響が生じている業種について、一般枠と
は別枠で借入債務の80％保証の対象となる金融支援を
行っています。５月１日より全業種が指定されました。

資 金 名 ：経済変動対策資金
（セーフティネット保証５号)

資金使途 ：運転資金、設備資金
融資期間 ：運転資金10年以内、設備資金15年以内

（据置期間２年以内）
限 度 額 ：8,000万円

※無担保融資は他のセーフティ関連融資等と合わせて
8,000万円まで

利 率 ：年1.3％
保 証 料 ：年0.67％

※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用さ
れる場合、当初融資時の保証料を市が全額補給(セーフティ
ネット保証関連融資、危機関連融資合わせて上限500万円)
します。

【認定に関するお問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課企業支援係
022- 214- 1003

＜認定要件＞
① 原則１年間以上事業を継続していること。
② 指定業種に属する事業を行い、最近３か月間の売上高等が前年同期
の売上高等に比して５％以上減少していること。

現在の指定業種につきましては、中小企業庁のHPでご確認いた
だけます。

3/6～＜３．企業の資金繰り支援＞

＜ご利用にあたって＞
・融資申し込みには、仙台市によるセーフティネット5号の認定が必要とな
ります。申請書を記入し、必要書類をご準備の上、地域産業支援課の窓口
または郵送にて申請を受け付けます。
・融資の判断は金融機関及び信用保証協会が行います。融資実行までの
期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談ください。
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危機関連保証関連融資

全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫し
ているとして、危機関連保証(100％保証)が発動された
ことを受け、更なる別枠の保証が適用される金融支援を
行っています。

資 金 名 ：経済変動対策資金
（危機関連保証)

資金使途 ：運転資金、設備資金
融資期間 ：運転資金・設備資金10年以内

（据置期間２年以内）

限 度 額 ：5,000万円
利 率 ：1.3％
保 証 料 ：0.8％

※新型コロナウイルス感染症の影響により本融資を利用さ
れる場合、当初融資時の保証料を市が全額補給(セーフティ
保証関連融資、危機関連融資合わせて上限500万円)します。

【認定に関するお問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課企業支援係
022- 214- 1003

＜認定要件＞
原則として最近１ヵ月間の売上高等が前年同月に比して１５％以上減少し
ており、かつ、その後の２ヵ月間を含む３ヵ月間の売上高等が前年同期に
比して１５％以上減少することが見込まれること。
※3/13より一部、要件が緩和されましたので詳細はお問い合わせください。

3/13～＜３．企業の資金繰り支援＞

＜ご利用にあたって＞
・融資申し込みには、仙台市による危機関連保証関連の認定が必要となり
ます。申請書を記入し、必要書類をご準備の上、特設窓口（仙台パークビ
ル２階）または郵送にて申請をお願いします。
・融資の判断は金融機関及び信用保証協会が行います。融資実行までの
期間短縮のため、事前に取扱金融機関にご相談ください。

郵送申請の詳細については仙台市HPをご覧ください。
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仙台市制度融資向け信用保証料補給
新型コロナウイルス感染症により影響を受け、本市
制度融資の対象資金により資金調達を行った中小企
業者の方が当初支払った信用保証料を仙台市が補
給します。対象を１２月１日認定分まで延長しました。

対 象 者 ：仙台市長より１２月１日までにセーフティネッ
ト保証等の認定を受け、対象資金の融資実
行を受けた中小企業者

対 象 資 金 ：仙台市の経済変動対策資金のうち次のもの
・災害関連(セーフティネット保証４号)
・不況関連(セーフティネット保証５号)
・危機関連

補 給 率 ：当初支払い分10/10（500万円上限）

＜申請にあたって＞
申請書の他、①対象資金の融資実行が確認できる書類（融資契約書等）
と②当初支払った保証料がわかる書類(「信用保証決定のお知らせ」等)の
添付が必要です。対象者には、本市より申請書等を送付致します。

【お問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課緊急経済対策担当
022- 214- 7338

※保証料補給受けた方が早期完済等で保証協会より保証料の返戻を受
けた場合、返戻相当分の補給金について本市に返還いただく必要がござ
いますのでご承知おきください。

5/28～＜３．企業の資金繰り支援＞

※5月1日より開始された宮城県の新たな支援制度「宮城県新型コロナウイ
ルス感染症対応資金（実質無利子・無担保）」へ借り換えを行った場合、本
市融資制度申込み時に支払った保証料と宮城県信用保証協会から返戻さ
れた保証料の差額を支給します。
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民間金融機関による実質無利子・
無担保融資（宮城県制度融資）

宮城県にて新型コロナウイルス感染症により影響を受け
ている中小企業者の方へ、実質無利子・無担保の制度融
資を実施しています。

【お問い合わせ先】
宮城県経済商工観光部商工金融課
022- 211- 2744

※保証料・利子は補給要件は次のとおりです。

5/1～＜３．企業の資金繰り支援＞

資 金 名 ：宮城県新型コロナウイルス感染症対応資金

資 金 使 途 ：運転資金、設備資金

融 資 期 間 ：運転資金10年以内、設備資金10年以内
（据置期間5年以内）

限 度 額 ：4,000万円（6月15日より拡充されました。）
※無担保

利 率 ：年1.3％
※最大当初３年間分補給

保 証 料 ：年0.86％
※最大当初全期間分補給

売上高５％以上減少 売上高１５％以上減少

個 人 事 業 主 保証料・利子全額補給

小中規模事業者 保証料1/2補給 保証料・利子全額補給

＜ご利用にあたって＞
・融資申し込みには、セーフティネット保証認定・危機関連認定が必要となり
ます。申請書を記入し、必要書類をご準備の上、特設窓口（仙台パークビル
２階）または郵送（4号・危機関連に限る）にて申請をお願いします。
・令和2年4月末日までに新型コロナウイルス感染症関連資金を借り入れた
事業者はこちらの資金への借換をおすすめします。
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仙台市中小企業応援窓口の開設
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企
業の方々が各種支援施策を積極的に活用できるよう
支援するための窓口を開設しています。

開 設 期 間 ：令和２年６月２９日（月）から
令和３年３月３１日（水）

開 設 時 間 ：午前９時から午後５時
（土・日・祝日、年末年始を除く）

開 設 場 所 ：公益財団法人仙台市産業振興事業団
（仙台市青葉区中央1- 3- 1ＡＥＲ７階）

相 談 料 ：無料

支 援 内 容 ：・持続化補助金や雇用調整助成金等、国
や県等の各種助成金申請書の作成・手続
き支援
・テレワーク導入支援
・相談者への専門家派遣
・事業計画、販路開拓、商品開発、資金繰
り等の各種経営相談

6/29～＜４．支援施策に関する情報提供＞

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
経営支援部経営支援課：022- 724- 1122
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＜４．支援施策に関する情報提供＞

「雇用調整助成金」
申請支援相談窓口の設置

5/7～

雇用調整助成金について、社会保険労務士が申請
書の書き方や添付書類などについてアドバイスを行う
相談窓口を開設しています。

場 所 ：公益財団法人仙台市産業振興事業団
（仙台市青葉区中央1- 3- 1ＡＥＲ７階）

時 間 ：午前10時から午後4時
（土日祝日を除く）

申 込 方 法 ：仙台市産業振興事業団サイトにてお申し
込みください。
https://siip.city.sendai.jp/n/2020/0415/0
1.html
※お電話でのお申し込みの場合は、以下
お問合せ先にご連絡ください。

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
経営支援部人材確保支援課：022- 724- 1116

11

https://siip.city.sendai.jp/n/2020/0415/01.html


業界団体等への出前説明会の開催
新型コロナウイルス感染症で影響を受けている業界
団体向け支援策の説明会を開催しています。

対 象 ：宿泊事業者団体や飲食事業者団体、
商店街、事業協同組合等

相 談 内 容 ：説明会 関係機関等から支援策の説明
相談会 関係機関等が相談対応

会 場 ：各団体で手配いただきます

申 込 方 法 ：下記お問い合わせ窓口にて受付します
※ＦＡＸ・メールの場合は、連絡先、希望
日時（第１・２・３希望）を記入

実 施 期 間 ：当面の間

【お問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課商業振興係
（電話）022- 214- 1001、1004 （ＦＡＸ）022- 267- 6292
（メール）kei008040@city.sendai.jp

3/17～＜４．支援施策に関する情報提供＞
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せんだいＥ企業だよりでの情報配信

配 信 元 ：公益財団法人仙台市産業振興事業団

配信情報 ：公益財団法人仙台市産業振興事業団
の実施するビジネス支援情報
仙台地域の中小企業・起業家等を対象
者とした公的機関等のビジネス支援情
報 など

配信情報
提 供 先

：国・自治体、国・自治体の関連機関、
公益法人、商工会議所、商工会等

登 録 料 ：無料

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
総務部総務課：022- 724- 1212

通年＜４．支援施策に関する情報提供＞

「せんだいＥ企業だより」では、企業の皆様・起業家の
皆さまに公的機関による企画やコロナウイルス感染症
を受けての支援制度などの情報をリアルタイムで配信し
ています。
登録された方には、当事業団をはじめとして各産業関
係団体が行う支援施策の最新情報などをタイムリーに
無料でお届けします。SNSでも各種サポート情報を発信
しています。

13



テイクアウトはじめました
プロジェクトｉｎ仙台

新型コロナウイルス感染症の拡大による外食自粛
ムードの中で、新たにテイクアウトや宅配サービスなど
を開始した市内の飲食店や宿泊事業者等を応援するた
め、「テイクアウトはじめましたプロジェクトｉｎ仙台」を実
施しています。
このプロジェクトは、ご自宅で飲食店や宿泊施設など
のグルメを楽しみたい方に、市内で利用可能なテイクア
ウトや宅配サービスを紹介する事業です。

【お問合せ先】

テイクアウトはじめましたプロジェクトin 仙台 事務局
（第一広告社内）
TEL：022- 214- 2137
メール：info@sendai- takeout.com

3/17～＜５．企業の情報発信支援＞

WEBサイト：３月１７日（火）より公開

U R L ：https://sendai- takeout.com/

掲載店舗 ：テイクアウトや宅配サービスを実施する
市内の飲食店や事業者など
※掲載店舗は、随時追加していく予定

14



仙台NEWSCASTでの情報発信

新型コロナウィルス感染症を要因とした需要落ち込み
等に対策を講じる際の情報発信支援として、プレスリ
リースサービス「仙台NEWSCAST」（※）の利用申請手
続きを時限的措置として緩和しています。

【お問合せ先】

仙台市経済局経済企画課：022- 214- 8275
メールアドレス：kei_joho@city.sendai.jp

利 用 料 ：無料

対 象 ：市内に本社を置く中小企業
市内の経済関連団体等

発信内容 ：新型コロナウィルス感染症へ対応する
ためのプレスリリース（過大在庫の一掃、
セール情報、新事業の開始等）

＜手続き概要＞
V 申請用紙を電子メールで提出するだけで利用申請可能。
V 記事作成に必要なID・パスワードは即発行。
V システム操作方法等については、運営委託先にてサ
ポート。

※仙台NEWSCASTとは？
ソーシャルワイヤー株式会社が運営するプレスリリース配信サービス「Ｎ
ＥＷＳＣＡＳＴ」を基に開発したもの。作成記事は、全国メディアへの配信、
「＠Press」等への転載、ウェブサイト「仙台NEWSCAST」・「NEWSCAST」へ
の掲載が実施されます（全て無料）。

3/17～＜５．企業の情報発信支援＞

15



仙台市経済局Facebookでの情報発信

新型コロナウィルス感染症を要因とした需要落ち込み
等に対策を講じる際の情報発信支援として、Facebook
の掲載対象を市内中小企業等の新型コロナウィルス対
策関連情報にも拡充しています。

【お問合せ先】

仙台市経済局経済企画課：022- 214- 8275
メールアドレス：kei_joho@city.sendai.jp

利 用 料 ：無料

対 象 ：市内に本社を置く中小企業
市内の経済関連団体等

発信内容 ：新型コロナウィルス感染症へ対応する
ための記事（過大在庫の一掃、セール
情報、新事業の開始 等）

＜手続き概要＞
V 掲載依頼書を電子メールで提出

3/17～＜５．企業の情報発信支援＞
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就職活動中の学生等向けの
オンライン相談の実施

新型コロナウイルスの感染予防対策の一環として、
キャリア・コンサルティング（しごとに関する個人向け相
談窓口）をオンライン方式でもご利用いただけます。

利 用 料 ：無料

対 象 ：学生、求職者、在職者

内 容 ：ウェブミーティングサービス「Zoom」を用
いて、キャリア相談を行います。

利用方法 ：下記URLよりお申込みください。
https://www2.siip.city.sendai.jp/jobsta/
support/career- consulting/

開催頻度 ：毎週1、2回開催

3/10～

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
経営支援部人材確保支援課：022- 724- 1116

＜６．企業の人材確保と新規大卒者等の就活支援＞

17



オンライン就活用スペースの
無料貸し出し（就活生向け）

新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として企業
の採用活動が急速にオンラインにシフトしてきていること
から、就職活動をしている方向けに、オンライン就活用
の会場を無料で貸し出しています。

利 用 料 ：無料

対 象 ：就職活動中の学生（大学、短大、高専、
専門学校）
既卒3年以内の就職活動中の方

用 途 ：ウェブ企業説明会への参加
OB・OGへのオンライン相談
企業とのウェブ面接
ウェブ面接の練習 など

会 場 ：アエル6階 仙台市中小企業活性化セン
ター（仙台市青葉区中央1丁目3- 1
AER6F）

利用方法 ：下記URLよりお申込みください。
https://www2.siip.city.sendai.jp/jobsta/o
nline/

備 品 ：WiFiあり

期 間 ：当面の間 ※期間延長

3/12～＜６．企業の人材確保と新規大卒者等の就活支援＞

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
経営支援部人材確保支援課：022- 724- 1116
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採用活動のオンライン化導入支援
新型コロナウイルスの感染拡大防止措置の一環とし
て、企業向けに実施している「採用コンサルティング」内
で、ウェブ面接・ウェブ企業説明会の導入支援をしてい
ます。
企業の採用活動のデジタルシフトをバックアップし、人
材不足課題の解消を促進します。

利 用 料 ：無料

対 象 ：宮城県内の企業経営者
人事担当者

内 容 ：ウェブ面接の実施、ライブ企業説明会
の方法
ウェブ会議システムの選定や導入

場 所 ：ウェブミーティングもしくは貴社

時 間 ：最大2時間程度

利用方法 ：下記URLよりお申込みください。
https://siip.city.sendai.jp/o/05/22.html

開催頻度 ：随時

3/10～

【お問合せ先】

公益財団法人仙台市産業振興事業団
経営支援部人材確保支援課：022- 724- 1116

＜６．企業の人材確保と新規大卒者等の就活支援＞
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仙台市奨学金返還支援事業の拡充
奨学金の返還支援事業について、対象企業の追加
（社会福祉法人、医療法人、NPO法人、学校法人等）及
び対象人数等を拡充しました。

対 象 企 業 ：・中小企業基本法に規定される中小企業
・社会福祉法人、医療法人、NPO法人、学
校法人、一般社団・財団法人及び公益社
団・財団法人等
※下線が追加した部分です

支 援
対 象 者

：新卒者として対象企業に正規雇用で就職
する方（既卒３年以内含む）

内 容 ：学生が対象企業に就職した場合、年間１
８万円を上限に奨学金の返還を３年間支
援（３年間合計５４万円）

対 象 人 数 ：令和２年度１４０名

対象とする
奨 学 金

：・日本学生支援機構の貸与型奨学金
・自治体等が実施する貸与型奨学金等

備 考 ：詳しくは下記URLをご確認ください。
https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/s
yogakukin/syogakukin_gakusei.html

8/3～

【お問合せ先】

仙台市経済局地域産業支援課雇用対策室
（電話）022- 214- 1007 （ＦＡＸ）022- 267- 6292
（メール）kei008050@city.sendai.jp

＜６．企業の人材確保と新規大卒者等の就活支援＞
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【助成に関するお問合せ先】

仙台観光国際協会 コンベンション推進課：022- 268- 9603

7/20～

仙台市企業内会議・
研修会等開催助成金

市内の宿泊施設等の利用促進と地域の消費回復を
図るため、企業等が宿泊を伴う会議・研修会等を開催
する場合に、施設利用に係る経費を一部助成します。

助 成 条件 ：①参加者が10名以上であること
②宿泊者数が延べ30人泊以上であること
③ＭＩＣＥ施設（※）を利用すること
④政治・宗教目的でないこと
⑤本助成金で申請する経費に対し、仙台市
および仙台観光国際協会から、他の助成を
受けていない又は受ける見込みがないこと
（※）ＭＩＣＥ施設：定員20名以上の会議室等を保有する施設

助 成 金額 ：仙台市内での延べ宿泊者数×5,000円
※ただし、助成対象経費以内（上限250万円）

助成対象者 ：市内の宿泊施設、ＭＩＣＥ施設、当該会議等
を取り扱う旅行会社

募 集 期間 ：令和2年7月20日（月）から申請受付
（8月20日の会議等から対象。予算が無くなり次第終了）

手 続 き等 ：詳しくはホームページ等でご確認ください。
※申請書様式等は、仙台観光国際協会ホーム
ページからダウンロードいただけます。

ＷＥＢサイト：６月２６日（金）より公開
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www .sentia- sendai.jp/conventionnavi/

＜７．その他＞
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宿泊促進キャンペーン
＜７．その他＞

感染症収束までの段階に応じ、交流人口回復に向け
た需要喚起策として、宿泊料金の割引等に対する助
成などの支援を行います。

【お問合せ先】

仙台市文化観光局観光課：022- 214- 8259
メールアドレス：kei008020@city.sendai.jp

Å対象者 仙台市にお住いの方
Å内容 秋保温泉・作並温泉で利用できる3,000

円の宿泊クーポン券を6,000名(当初
1,000名、追加5,000名)に配布

Å応募方法 インターネット又ははがき
Å応募期間 6月24日～7月5日
Å利用期限 当初1,000名分は10月31日まで

追加5,000名分は11月30日まで
Å実施主体 秋保温泉旅館組合・作並温泉旅館組合
※詳細は、キャンペーン特設ページをご覧ください。

URL：http://akiuonsenkumiai.com/staycampaign/
または下記QRコードよりアクセスください。

第一次

Å対象者 収束状況により、東北又は全国から誘客
Å内容 市内全域のホテル・旅館を対象。

1人1泊当たり5,000円の割引を
60,000泊人分

※ 9月を目途に利用開始できるよう、準備中
※ 詳細については、準備が整い次第、仙台市HP等で
公表させていただきます。

第二次
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税金等の支払いに関する相談窓口一覧

＜税金＞

市税 （青葉区）財政局北徴収課 022- 214- 8152

（泉区）財政局北徴収課 022- 214- 5027

（宮城野区、若林区）財政局南徴収課 022- 214- 8153

（太白区）財政局南徴収課 022- 214- 8154

（仙台市外）財政局 徴収対策課 022- 214- 8661

県税 宮城県仙台北県税事務所
（青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区）

022- 275- 9111

仙台中央県税事務所
（青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区）

022- 715- 0621

宮城県仙台南県税事務所
（太白区）

022- 248- 2961

国税 仙台北税務署
（青葉区の一部、宮城野区の一部、泉区）

022- 222- 8121

仙台中税務署
（青葉区の一部、宮城野区の一部、若林区）

022- 783- 7831

仙台南税務署
（太白区）

022- 306- 8001

＜社会保険料等＞

健康保険料
厚生年金保険料

日本年金機構 仙台東年金事務所 022- 257- 6111

労働保険料
（労災保険・
雇用保険）

宮城労働局 総務部 労働保険徴収課 022- 299- 8842 

＜公共料金等＞

水道料金
下水道使用料

（青葉区・泉区でご利用の方）
水道局北料金センター

022- 371- 8830

（宮城野区・若林区・太白区でご利用の方）
水道局南料金センター

022- 304- 0023

（地下水や公設浄化槽を使用している場合）
建設局業務課

022- 214- 8337

税金、社会保険料、公共料金等のお支払いの猶予・分
納についてご相談を希望される方は、以下の各種相談
窓口にご連絡ください。

＜７．その他＞

水道の基本料金と下水
道の基本使用料の2カ月
分（令和2年7月分・8月
分）を減免します。
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【お問合せ先】

詳細は各施設にお問い合わせください。

8/4～

仙台市施設使用料の減免

イベントに使用される本市のホール系施設、展示系施設、大型ス
ポーツ施設の使用料の減免を行い、感染拡大防止に配慮したイベ
ントの再開を促進します。

対 象 施 設：
【ホール系施設】
トークネットホール仙台 （大ホール、小ホール）、
戦災復興記念館 （記念ホール）、広瀬文化センター（大ホール）、
若林区文化センター（大ホール）、
宮城野区文化センター（パトナホール、パトナシアター）、
太白区文化センター（楽楽楽ホール）、
仙台銀行ホールイズミティ21（大ホール、小ホール）、
エル・パーク仙台（ギャラリーホール、スタジオホール）、
市民活動サポートセンター（市民活動シアター）、
福祉プラザ（ふれあいホール、プラザホール）、
シルバーセンター（交流ホール）、のびすく泉中央（ホール）、
中小企業活性化センター（多目的ホール）、
日立システムズホール仙台（コンサートホール、シアターホール、交流ホール）、
仙台国際センター（大ホール）、
せんだいメディアテーク（オープンスクエア、スタジオシアター）

【展示系施設】
トークネットホール仙台（展示室）、戦災復興記念館（展示ホール）、
若林区文化センター（展示ホール）、
太白区文化センター（展示ホール）、
仙台銀行ホールイズミティ21（展示室）、
仙台国際センター（展示室 展示・レセプションホール「桜」）

【スポーツ施設】
カメイアリーナ仙台（第一競技場（全面））、シェルコムせんだい（競技場（全面））

減 免 率：施設使用料の50％
対 象 期 間 ：令和2年6月19日～令和3年3月31日
Ｕ Ｒ Ｌ：「仙台市施設使用料の減免を実施します」

https://www.city.sendai.jp/bunkashinko/shisetsu/genmen.html

＜７．その他＞
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